
国事務連絡「デジタル田園都市国家構想総合戦略を勘案した地方版総合戦略の策定・改訂について（通知）」より抜粋

地方においては、まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）第９条及び第 10 条に基づき、国の総合戦略を勘案し、
都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「地方版総合戦略」という。）を策定す
るよう努めなければならないこととされています。
つきましては、国の総合戦略を勘案し、各地方公共団体において、本構想の実現に向け、地方版総合戦略の策定・改訂に努
めていただくようお願いいたします。
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「佐渡市デジタル活用計画」は今年度中に策定予定
改正佐渡版総合戦略（仮称）はデジタル活用計画を踏まえ、令和６年度以降の改定を検討
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佐渡市デジタル活用構想より抜粋


